
 

 

高島市では、医療機関で受けた不育症治療および不育症治療にかかる検査費用の一部を助成します。 

 

不育症とは 

妊娠はするけれども、流産、死産や早期新生児死亡をくり返して結果的に子どもを持てない場合を

不育症といいます。 

 

＜助成対象者＞  

次の全てに該当する法律上の婚姻をしている夫婦です。 

〇治療期間中および申請時において夫婦のどちらかが高島市内に住所を有している。 

〇申請時に市税を完納している夫婦（ただし交付申請時において納税義務のないものは除きます） 

〇夫および妻の前年の所得の合計額が７３０万円未満 

※所得の計算は児童手当法施行令を準用します。詳しくは別表１【所得判定表】をご参照くださ

い。 

 

＜申請書類＞ 

次の書類を全て添えて、高島市健康推進課または市内各支所（今津は今津保健センター）へ申請し

てください。 

各種証明書類は市役所１階市民課または各支所で取得できます。申請には本人確認書類（免許証等）

と手数料が必要です。 

１．高島市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書（様式第１号） 

 

２．不育症治療等実施医療機関等証明書（様式第２号） 

 

３．不育症治療等を行った医療機関発行の領収書原本 

 

４．高島市に住所を有する法律上の夫婦であることを証明する書類 

〇夫婦の住民票など（発行後３か月以内のもの） 

※別表２【夫婦の住民票など】で必要な書類を確認してください。 

 

５．夫婦それぞれの所得額を証明する書類 

  〇夫婦それぞれの課税（非課税）証明書 

   ※１．申請日が５月３１日までの場合は前年度の課税（非課税）証明書（＝前々年の所得額

を証明するもの）が必要です。 

   ※２．非課税証明書についても金額の記載があるものが必要です。（扶養に入られている方で、

収入がない等の申告をされていない方は事前に申告を済ませてください。） 

   ※３．源泉徴収票、確定申告書は不可とします。 

 

 【裏面に続く】 



６．夫婦それぞれの市税等の完納を証する書類 

〇夫婦それぞれの納税証明書【未納がないことの証明】（発行後３０日以内のもの） 

※納税証明書を取得される際には、窓口担当者に「これまでに高島市税の未納がないことの

証明書」が必要であるとお伝えください。  

 ７．振込先通帳の写し 

  ※助成金の振込口座は申請者の口座に限ります。申請者以外の口座には振込みできません。 

８．印鑑 

 

＜助成内容＞ 

助成対象は、医療機関において行われた保険外診療の不育症治療やそれに伴う検査に要する費用の

みです。差額ベッド代や食事代等の直接治療に関係のない費用は対象となりません。 

 

１年度（４月から翌年３月）に１０万円を限度に助成します。ただし１回の治療（※）が２年度に

わたる場合は、その治療が終了してから申請をしてください。また、助成金を受けとることができ

る期間は通算３年度まで（助成金の交付を受けなかった期間を除く）です。 

※注記：この場合の１回の治療とは、その妊娠にかかる不育症治療開始日から出産日（死産・流

産を含む）までの期間における治療です。 

 

医療費控除について 

原則、税務署に医療費控除の申告をする前に本助成金の申請を行い、本助成金の助成額を差し引い

て医療費控除の申告をしてください。 

※やむをえず先に医療費控除の申告を行う場合には、必ず受け取る予定の助成額を差し引いて申告

し、税務署から領収書原本を返却してもらってください。また不育症治療費助成を申請する際に、

確定申告した内容（金額）のメモを添付してください。 

 

＜申請期間＞  

申請期間は治療終了日の属する年度の翌年度末までです。 

 

＜助成の可否決定＞ 

申請後、審査の上、不育症治療費助成金交付可否決定通知書を送付します。 

 

＜専門の相談窓口＞  

滋賀県不妊専門相談センター（滋賀医科大学附属病院内） 

電話：０７７－５４８－９０８３ 

月～金曜日 

午前９時から午後４時（祝日と年末年始を除く）

お問い合わせ先 

高島市役所 健康推進課（新旭保健センター内） 

電話：０７４０－２５－８０７８ 



別表１【所得判定表】                                         単位：円 

所得および控除額の種類 夫 妻 

Ⅰ 

所得金額の合計 

 所得（課税【非課税】証明書では、合計金額

（自治体によって表記が異なります。） 

  

  

① 児童手当施行令第３条第１項の控除額  ８０，０００  ８０，０００ 

② 雑損控除額   

③ 医療費控除額   

④ 小規模企業共済等掛金控除額   

⑤ 
障害者控除（普通） （該当者   人） 

（該当者数×２７０，０００） 

  

⑥ 
障害者控除（特別） （該当者   人） 

（該当者数×４００，０００） 

  

⑦ 寡婦控除額（一般）（該当すれば２７０，０００）   

⑧ 寡婦控除額（特別）（該当すれば３５０，０００）   

⑨ 寡夫控除額（該当すれば２７０，０００）   

⑩ 勤労学生控除額（該当すれば２７０，０００）   

Ⅱ ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩   

Ⅲ 児童手当施行令による所得額（Ⅰ－Ⅱ） （A） （B） 

合計 
ご夫婦の合計所得額が７３０万円未満であれば

申請ができます。 
夫と妻のⅢを合算する＝（A）+（B） 

 

 

別表２【夫婦の住民票など】 

区分 証明書類 必要な記載事項 

夫および

妻が同一

世帯の場

合 

夫または妻が 

世帯主の場合 
・住民票（夫および妻のみ） 

夫および妻の氏名、生年月日、住所、 

前住所、続柄 

夫および妻が 

世帯主でない 

場合 

・住民票（夫および妻のみ） 

※ただし、戸籍の筆頭者の記

載がない場合は、戸籍抄本

（夫および妻のみ）を添付 

夫および妻の氏名、生年月日、住所、 

前住所、続柄、戸籍筆頭者 

夫および妻が別世帯の場合 

・住民票（高島市に住民登録

のある夫または妻のみ） 

・戸籍抄本（夫および妻のみ） 

高島市に住民登録のある夫または妻の

氏名、生年月日、住所、前住所、続柄 

 


